
 

 

 

 

第
二
条 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

別
表
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

１
 
訪
問
介
護
費
 

１
 
訪
問
介
護
費
 

イ
～
ト
 
（
略
）
 

イ
～
ト
 
（
略
）
 

チ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

2
45に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

2
24に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
82に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
45に

相
当
す
る
単
位
数
 

チ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者

に
対
し
、
指
定
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
137に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
100に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
55に

相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
も
の

（
新
設
）
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を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合

は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算

は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
221

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
208

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
200

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
187

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
184

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
163

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
163

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
158

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
142

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
139

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
121

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
118

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
100

に
相
当
す
る
単
位
数
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⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
76
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
（
削
る
）
 

リ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ヌ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ

り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
24に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
 

２
 
訪
問
入
浴
介
護
費
 

２
 
訪
問
入
浴
介
護
費
 

イ
～
ホ
 
（
略
）
 

イ
～
ホ
 
（
略
）
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

ヘ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
が
、
利

用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
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該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定

し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
00に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

9
4に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

7
9に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

6
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
58に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
42に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
23に

相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単

位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の

他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
89
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
84
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
83
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
78
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

（
新
設
）
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定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
73
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
67
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
65
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
68
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
59
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
54
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
52
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
48
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
33
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
（
削
る
）
 

ト
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
21
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
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定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
（
削
る
）
 

チ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ホ

ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11に
相
当
す
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

３
 
訪
問
看
護
費
 

３
 
訪
問
看
護
費
 

イ
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
 

⑴
 
所
要
時
間
2
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
314

単
位
 

⑵
 
所
要
時
間
3
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
471

単
位
 

⑶
 
所
要
時
間
3
0分

以
上
１
時
間
未
満
の
場
合
 
 
 
 
 
 

 
823

単
位
 

⑷
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
１
時
間
30分

未
満
の
場
合
 
 

 
1
,128

単
位
 

⑸
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
の
場
合

（
１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
94単

位
 

ロ
 
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

 

⑴
 
所
要
時
間
2
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
266

単
位
 

⑵
 
所
要
時
間
3
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
399

単
位
 

⑶
 
所
要
時
間
3
0分

以
上
１
時
間
未
満
の
場
合
 
 
 
 
 
 

 
574

単
位
 

⑷
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
１
時
間
30分

未
満
の
場
合
 
 
 

 
844

単
位
 

ハ
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
連
携
し
て
指

定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
,961

単
位
 

イ
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
 

⑴
 
所
要
時
間
2
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
313単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
3
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
470単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
3
0分

以
上
１
時
間
未
満
の
場
合
 
 
 
 
 
 

 
821単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
１
時
間
30
分
未
満
の
場
合
 
 

 
1,125単

位
 

⑸
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
の
場
合

（
１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
293単

位
 

ロ
 
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

 

⑴
 
所
要
時
間
2
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
265単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
3
0分

未
満
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
398単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
3
0分

以
上
１
時
間
未
満
の
場
合
 
 
 
 
 

 
 
573単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
１
時
間
30
分
未
満
の
場
合
 
 
 

 
842単

位
 

ハ
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
連
携
し
て
指

定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,954単

位
 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

（
新
設
）
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相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

５
～
1
1 

（
略
）
 

３
～
９
 
（
略
）
 

12
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
基
準
に
よ
り
24
時
間
連
絡
で
き
る
体

制
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い

緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体
制
に
あ
る
場
合
又
は
指
定
訪

問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

60
条

第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関

を
い
う
。
）
が
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体
制
に
あ

る
場
合
に
は
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

10
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
基
準
に
よ
り
24
時
間
連
絡
で
き
る
体

制
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い

緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体
制
に
あ
る
場
合
に
は
、
緊
急

時
訪
問
看
護
加
算
と
し
て
１
月
に
つ
き

574
単
位
を
所
定
単
位
数
に

加
算
し
、
指
定
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
（
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
60条

第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
担

当
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
）
が
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
計
画

的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ

て
行
う
体
制
に
あ
る
場
合
に
は
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
と
し
て
１

月
に
つ
き
3
15単

位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

⑴
 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算

(Ⅰ
) 

㈠
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合

 
 
 
 

 
600

単
位
 

㈡
 
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
325

単
位
 

⑵
 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算

(Ⅱ
) 

㈠
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合

 
 
 
 

 
574

単
位
 

㈡
 
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
315

単
位
 

（
新
設
）
 

  

（
新
設
）
 

13
 
（
略
）
 

11
 
（
略
）
 

14
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
看
護
事
業
所
の
緩
和
ケ
ア
、

褥 じ
よ
く瘡 そ

う

ケ
ア
若
し
く
は
人
工
肛 こ

う

門

ケ
ア
及
び
人
工
膀
胱

ぼ
う

こ
うケ

ア
に
係
る
専
門
の
研
修
を
受
け
た
看
護
師
又

は
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

203
号
）
第

37
条

の
２
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
指
定
研
修
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ

（
新
設
）
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る
研
修
（
以
下
「
特
定
行
為
研
修
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
看
護

師
が
、
指
定
訪
問
看
護
の
実
施
に
関
す
る
計
画
的
な
管
理
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
１
月
に
１
回
に
限
り
、
専
門
管
理
加
算
と
し
て
、
次
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
の
い
ず
れ
か
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
 

イ
 
緩
和
ケ
ア
、

褥 じ
よ
く瘡 そ

う

ケ
ア
又
は
人
工
肛 こ

う

門
ケ
ア
及
び
人
工
膀
胱

ぼ
う

こ
う

ケ
ア
に
係
る
専
門
の
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が
計
画
的
な
管
理
を

行
っ
た
場
合
（
悪
性
腫
瘍
の
鎮
痛
療
法
若
し
く
は
化
学
療
法
を
行

っ
て
い
る
利
用
者
、
真
皮
を
越
え
る

褥 じ
よ
く瘡 そ

う

の
状
態
に
あ
る
利
用

者
（
重
点
的
な

褥 じ
よ
く瘡 そ

う

管
理
を
行
う
必
要
が
認
め
ら
れ
る
利
用
者

（
在
宅
で
の
療
養
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は

真
皮
ま
で
の
状
態
の
利
用
者
）
又
は

人
工
肛 こ

う

門
若
し
く
は

人
工

膀
胱

ぼ
う

こ
うを

造
設
し
て
い
る
者
で
管
理
が
困
難
な
利
用
者
に
行
っ
た
場

合
に
限
る
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250

単
位
 

ロ
 
特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
が
計
画
的
な
管
理
を
行
っ

た
場
合
（
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
Ｃ

0
07
の
注
３
に

規
定
す
る
手
順
書
加
算
を
算
定
す
る
利
用
者
に
対
し
て
行
っ
た
場

合
に
限
る
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250

単
位
 

15
 
在
宅
で
死
亡
し
た
利
用
者
に
対
し
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
が
、
そ
の

死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

1
4
日
以
内
に
２
日
（
死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

1
4
日
以
内
に
当
該
利
用
者
（
末
期
の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
訪
問
看

護
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
日
）
以
上
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ

ア
を
行
っ
た
場
合
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
た
後
、
24
時
間
以
内

に
在
宅
以
外
で
死
亡
し
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

加
算
と
し
て
、
当
該
者
の
死
亡
月
に
つ
き

2
,
500

単
位
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
 

12
 
在
宅
で
死
亡
し
た
利
用
者
に
対
し
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
が
、
そ
の

死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

14
日
以
内
に
２
日
（
死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

14
日
以
内
に
当
該
利
用
者
（
末
期
の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
訪
問
看

護
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
日
）
以
上
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ

ア
を
行
っ
た
場
合
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
た
後
、
24
時
間
以
内

に
在
宅
以
外
で
死
亡
し
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

加
算
と
し
て
、
当
該
者
の
死
亡
月
に
つ
き

2,000
単
位
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
 

16
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

（
新
設
）
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て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
看
護
事
業
所
の
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
在
宅
で
の
看
取
り
に

係
る
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が
、
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番

号
Ｃ

0
0
1の

注
８
（
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
Ｃ
001

―
２

の
注
６
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
（
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
事
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
施
設
が
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
死
亡
診
断
加
算
を
算
定
す
る
利
用
者
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
地
域
に
居
住
す
る
利
用
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の

主
治
の
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
情
報
通
信
機
器
を
用
い
て
医
師
の

死
亡
診
断
の
補
助
を
行
っ
た
場
合
は
、
遠
隔
死
亡
診
断
補
助
加
算
と

し
て
、
当
該
利
用
者
の
死
亡
月
に
つ
き

1
5
0
単
位
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。
 

17
～
1
9 

（
略
）
 

13
～
15 

（
略
）
 

20
 
イ
⑸
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
該

当
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
１
回
に
つ
き
８
単
位

を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

ニ
 
初
回
加
算
 

⑴
 
初
回
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
50単

位
 

⑵
 
初
回
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
00単

位
 

注
１

 
⑴
に
つ
い
て
、
新
規
に
訪
問
看
護
計
画
書
を
作
成
し
た
利
用
者
に

対
し
て
、
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
保
険
施
設
か
ら
退
院
又
は
退
所

し
た
日
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
が
初
回
の
指
定
訪
問
看

護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
⑵
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

２
 
⑵
に
つ
い
て
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
い
て
、
新
規
に
訪
問

看
護
計
画
書
を
作
成
し
た
利
用
者
に
対
し
て
、
初
回
の
指
定
訪
問
看

護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
⑴
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

ニ
 
初
回
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300単

位
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

注
 
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
い
て
、
新
規
に
訪
問
看
護
計
画
書
を
作

成
し
た
利
用
者
に
対
し
て
、
初
回
の
指
定
訪
問
看
護
を
行
っ
た
場
合
は

、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

  

（
新
設
）
 

   

ホ
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
 

ホ
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
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注
 
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
入
院
中

又
は
入
所
中
の
者
が
退
院
又
は
退
所
す
る
に
当
た
り
、
指
定
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
等
（
准
看
護
師
を
除
く
。
）
が
、
退
院
時
共

同
指
導
（
当
該
者
又
は
そ
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
病

院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
主
治
の
医
師

そ
の
他
の
従
業
者
と
共
同
し
、
在
宅
で
の
療
養
上
必
要
な
指
導
を
行
い

、
そ
の
内
容
を
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
者

の
退
院
又
は
退
所
後
に
当
該
者
に
対
す
る
初
回
の
指
定
訪
問
看
護
を
行

っ
た
場
合
に
、
退
院
時
共
同
指
導
加
算
と
し
て
、
当
該
退
院
又
は
退
所

に
つ
き
１
回
（
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
２

回
）
に
限
り
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
ニ
の
初
回
加
算

を
算
定
す
る
場
合
は
、
退
院
時
共
同
指
導
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

注
 
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
入
院
中

又
は
入
所
中
の
者
が
退
院
又
は
退
所
す
る
に
当
た
り
、
指
定
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
等
（
准
看
護
師
を
除
く
。
）
が
、
退
院
時
共

同
指
導
（
当
該
者
又
は
そ
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
病

院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
主
治
の
医
師

そ
の
他
の
従
業
者
と
共
同
し
、
在
宅
で
の
療
養
上
必
要
な
指
導
を
行
い

、
そ
の
内
容
を
文
書
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
後

に
、
当
該
者
の
退
院
又
は
退
所
後
に
当
該
者
に
対
す
る
初
回
の
指
定
訪

問
看
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
退
院
時
共
同
指
導
加
算
と
し
て
、
当
該
退

院
又
は
退
所
に
つ
き
１
回
（
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
つ

い
て
は
、
２
回
）
に
限
り
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
ニ

の
初
回
加
算
を
算
定
す
る
場
合
は
、
退
院
時
共
同
指
導
加
算
は
算
定
し

な
い
。
 

ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

チ
 
口
腔 く

う連
携
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
0
単
位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
訪
問
看

護
事
業
所
の
従
業
者
が
、
口
腔 く

うの
健
康
状
態
の
評
価
を
実
施
し
た
場
合

に
お
い
て
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
歯
科
医
療
機
関
及
び
介
護
支
援

専
門
員
に
対
し
、
当
該
評
価
の
結
果
の
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
き
は
、

口
腔 く

う連
携
強
化
加
算
と
し
て
、
１
月
に
１
回
に
限
り
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

リ
 
（
略
）
 

チ
 
（
略
）
 

４
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

イ
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
（
１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
3
08単

位
 

４
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

イ
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
（
１
回
に
つ
き
）
 
 
 

 
 
307単

位
 

注
１

 
通
院
が
困
難
な
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、

計
画
的
な
医
学
的
管
理
を
行
っ
て
い
る
当
該
事
業
所
の
医
師
の
指
示

に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
は
、

所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
な
お
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

注
１

 
通
院
が
困
難
な
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、

計
画
的
な
医
学
的
管
理
を
行
っ
て
い
る
当
該
事
業
所
の
医
師
の
指
示

に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
算

定
す
る
。
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ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、
当

該
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
が
診
療
を
行
っ

て
い
な
い
利
用
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
に
対
し
て
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行

っ
た
場
合
は
、
注
14
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
定
単
位
数
を
算
定

す
る
。
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

４
～
８
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

９
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
、
継
続
的
に

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
さ
ら
に
、

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
に
つ
い
て
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
が
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
説

明
し
、
利
用
者
の
同
意
を
得
た
場
合
、
１
月
に
つ
き

2
70
単
位
を
加

算
す
る
。
 

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
、
継
続
的
に

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(イ
) 

 
 
180

単
位
 

⑵
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(ロ
) 

 
 
213

単
位
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

⑴
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ａ
)イ

 
 
180単

位
 

⑵
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ａ
)ロ

 
 
213単

位
 

⑶
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ｂ
)イ

 
 
450単

位
 

⑷
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ｂ
)ロ

 
 
483単

位
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10
 
認
知
症
で
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
者
で
あ
っ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
活
機
能
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ

た
も
の
に
対
し
て
、
医
師
又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士

、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
、
そ
の
退
院
（
所
）
日
又

は
訪
問
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
期
間
に
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
を
集
中
的
に
行
っ
た
場
合
に
、
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
１
週
に
２
日
を
限
度
と
し
て
、

１
日
に
つ
き

2
40
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注

８
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

（
新
設
）
 

11
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
従
業
者
が
、
口
腔 く

うの
健
康
状

態
の
評
価
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、

歯
科
医
療
機
関
及
び
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
、
当
該
評
価
の
結
果

の
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
き
は
、
口
腔 く

う連
携
強
化
加
算
と
し
て
、
１

月
に
１
回
に
限
り
5
0
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

12
～
1
4 

（
略
）
 

８
～
10 

（
略
）
 

ロ
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
00単

位
 

注
 
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
中
の
者
が
退
院
す
る
に
当
た
り
、
指
定
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
、
退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
参
加
し

、
退
院
時
共
同
指
導
（
病
院
又
は
診
療
所
の
主
治
の
医
師
、
理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
従
業
者
と
の
間
で
当
該
者

の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
共
有
し
た
上
で
、
当
該
者
又
は
そ

の
家
族
に
対
し
て
、
在
宅
で
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
指
導

を
共
同
し
て
行
い
、
そ
の
内
容
を
在
宅
で
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
者
に

対
す
る
初
回
の
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
、

当
該
退
院
に
つ
き
１
回
に
限
り
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

ロ
・
ハ
 
（
略
）
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５
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
 

５
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
 

イ
 
医
師
が
行
う
場
合
 

イ
 
医
師
が
行
う
場
合
 

⑴
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
5
15単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

4
87
単
位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
46単

位
 

⑵
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
2
99単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
2
87単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
60単

位
 

⑴
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
514単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
486単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
445単

位
 

⑵
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
298単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
286単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
259単

位
 

注
１
～
５
 
（
略
）
 

注
１
～
５
 
（
略
）
 

ロ
 
歯
科
医
師
が
行
う
場
合
 

⑴
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合
 
 
 
 
 

 
517

単
位
 

⑵
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
4
87単

位
 

⑶
 
⑴
及
び
⑵
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
441

単
位
 

ロ
 
歯
科
医
師
が
行
う
場
合
 

⑴
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 
 

 
516単

位
 

⑵
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
486単

位
 

⑶
 
⑴
及
び
⑵
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
440単

位
 

注
１
～
４
 
（
略
）
 

注
１
～
４
 
（
略
）
 

ハ
 
薬
剤
師
が
行
う
場
合
 

⑴
 
病
院
又
は
診
療
所
の
薬
剤
師
が
行
う
場
合
 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
5
66単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
17単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
80単

位
 

⑵
 
薬
局
の
薬
剤
師
が
行
う
場
合
 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
5
18単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
79単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
42単

位
 

ハ
 
薬
剤
師
が
行
う
場
合
 

⑴
 
病
院
又
は
診
療
所
の
薬
剤
師
が
行
う
場
合
 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
565単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
416単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
379単

位
 

⑵
 
薬
局
の
薬
剤
師
が
行
う
場
合
 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
517単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
378単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
341単

位
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注
１

 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
、
指
定

居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

85
条
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
を
い
う
。
以
下

こ
の
注
及
び
注
４
か
ら
注
８
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
薬
剤
師
が

、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
（
薬
局
の
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
医

師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
当
該
薬
剤
師
が
策
定
し
た
薬

学
的
管
理
指
導
計
画
）
に
基
づ
き
、
当
該
利
用
者
を
訪
問
し
、
薬
学

的
な
管
理
指
導
を
行
い
、
介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
、
単
一
建

物
居
住
者
（
当
該
利
用
者
が
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち

、
当
該
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
薬
剤
師
が
、
同
一
月
に

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
人
数

に
従
い
、
１
月
に
２
回
（
薬
局
の
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
４
回
）
を

限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
薬
局
の
薬
剤

師
に
あ
っ
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
て
、
当

該
利
用
者
を
訪
問
し
、
薬
学
的
な
管
理
指
導
等
を
行
っ
た
場
合
は
、

１
週
に
２
回
、
か
つ
、
１
月
に
８
回
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数

を
算
定
す
る
。
 

注
１

 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
、
指
定

居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

85
条
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
を
い
う
。
以
下

こ
の
注
及
び
注
４
か
ら
注
６
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
薬
剤
師
が

、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
（
薬
局
の
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
医

師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
当
該
薬
剤
師
が
策
定
し
た
薬

学
的
管
理
指
導
計
画
）
に
基
づ
き
、
当
該
利
用
者
を
訪
問
し
、
薬
学

的
な
管
理
指
導
を
行
い
、
介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
、
単
一
建

物
居
住
者
（
当
該
利
用
者
が
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち

、
当
該
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
薬
剤
師
が
、
同
一
月
に

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
人
数

に
従
い
、
１
月
に
２
回
（
薬
局
の
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
４
回
）
を

限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
薬
局
の
薬
剤

師
に
あ
っ
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
て
、
当

該
利
用
者
を
訪
問
し
、
薬
学
的
な
管
理
指
導
等
を
行
っ
た
場
合
は
、

１
週
に
２
回
、
か
つ
、
１
月
に
８
回
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数

を
算
定
す
る
。
 

２
 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
、
薬
局

の
薬
剤
師
が
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
服
薬
指
導
（
指
定
居
宅
療
養

管
理
指
導
と
同
日
に
行
う
場
合
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
注

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
⑵
㈠
か
ら
㈢
ま
で
と
合
わ
せ
て
１
月
に

４
回
に
限
り
、
4
6
単
位
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
別
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者
に
対
し
て
、
薬
局
の
薬
剤
師
が
情
報
通
信
機
器
を
用

い
た
服
薬
指
導
（
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
と
同
日
に
行
う
場
合
を

除
く
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
⑵
㈠

か
ら
㈢
ま
で
と
合
わ
せ
て
、
１
週
に
２
回
、
か
つ
、
１
月
に
８
回
を

限
度
と
し
て
、
4
6単

位
を
算
定
す
る
。
 

２
 
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
Ｃ

002
に
掲
げ
る
在
宅
時
医

学
総
合
管
理
料
に
規
定
す
る
訪
問
診
療
の
実
施
に
伴
い
、
処
方
箋
が

交
付
さ
れ
た
利
用
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
に
対
し
て
、
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
服
薬
指
導
（
指
定
居
宅
療

養
管
理
指
導
と
同
日
に
行
う
場
合
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、

注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
月
に
１
回
に
限
り
45
単
位
を
算
定

す
る
。
 

３
～
６
 
（
略
）
 

３
～
６
 
（
略
）
 

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

（
新
設
）
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事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
に
お
い
て
、
在
宅
で
医
療
用
麻
薬
持
続

注
射
療
法
を
行
っ
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
投
与
及
び
保
管

の
状
況
、
副
作
用
の
有
無
等
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族

等
に
確
認
し
、
必
要
な
薬
学
的
管
理
指
導
を
行
っ
た
場
合
は
、
医
療

用
麻
薬
持
続
注
射
療
法
加
算
と
し
て
、
１
回
に
つ
き

2
50
単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
２
又
は
注
３
を
算
定
し
て
い

る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

８
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
に
お
い
て
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
を

行
っ
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
投
与
及
び
保
管
の
状
況
、
配

合
変
化
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
し
、
必
要
な
薬
学
的
管
理
指
導
を
行

っ
た
場
合
は
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
加
算
と
し
て
、
１
回
に
つ
き

1
5
0
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
２
を
算
定
し

て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

（
新
設
）
 

ニ
 
管
理
栄
養
士
が
行
う
場
合

 

⑴
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
545単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
487

単
位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44

4単
位
 

⑵
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
525単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 467
単
位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
424単

位
 

ニ
 
管
理
栄
養
士
が
行
う
場
合

 

⑴
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
544単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
486単

位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
443単

位
 

⑵
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 

 
524単

位
 

㈡
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 466単
位
 

㈢
 
㈠
及
び
㈡
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
423単

位
 

注
１

 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
、
⑴
に

つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
指
定
居
宅
療

養
管
理
指
導
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
85条

第
１
項
第

注
１

 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
又
は
通
所
が
困
難
な
も
の
に
対
し

て
、
⑴
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
指

定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

85条
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１
号
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
を
い
う
。
以
下

こ
の
注
か
ら
注
４
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
栄
養
士
が
、
⑵

に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
指
定
居
宅

療
養
管
理
指
導
事
業
所
に
お
い
て
当
該
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事

業
所
以
外
の
医
療
機
関
、
介
護
保
険
施
設
（
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
12年

厚
生
省
告

示
第

2
1号

）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（

以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
チ
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

リ
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
定
め
る
管
理
栄
養
士
の
員
数
を
超
え
て
管
理
栄

養
士
を
置
い
て
い
る
も
の
又
は
常
勤
の
管
理
栄
養
士
を
１
名
以
上
配

置
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
栄
養
士
会
が
運
営
す
る
栄
養
ケ

ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
確
保
し
た
管
理
栄
養
士
が
、

計
画
的
な
医
学
的
管
理
を
行
っ
て
い
る
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
当

該
利
用
者
を
訪
問
し
、
栄
養
管
理
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
又
は

助
言
を
行
っ
た
場
合
に
、
単
一
建
物
居
住
者
（
当
該
利
用
者
が
居
住

す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち
、
当
該
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導

事
業
所
の
管
理
栄
養
士
が
、
同
一
月
に
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を

行
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
人
数
に
従
い
、
１
月
に
２
回
を
限

度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
の

計
画
的
な
医
学
的
管
理
を
行
っ
て
い
る
医
師
が
、
当
該
利
用
者
の
急

性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的
に
頻
回
の
栄
養
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る

旨
の
特
別
の
指
示
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
利
用
者
を
訪
問
し
、
栄

養
管
理
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
又
は
助
言
を
行
っ
た
と
き
は
、

そ
の
指
示
の
日
か
ら
3
0日

間
に
限
っ
て
、
１
月
に
２
回
を
超
え
て
、

２
回
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
を
い

う
。
以
下
こ
の
注
か
ら
注
４
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
栄
養

士
が
、
⑵
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
に
お
い
て
当
該
指
定
居
宅
療
養
管

理
指
導
事
業
所
以
外
の
医
療
機
関
、
介
護
保
険
施
設
（
指
定
施
設
サ

ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

12年

厚
生
省
告
示
第
21号

）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」

と
い
う
。
）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
チ
、
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
リ
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
定
め
る
管
理
栄
養
士
の
員
数
を
超
え

て
管
理
栄
養
士
を
置
い
て
い
る
も
の
又
は
常
勤
の
管
理
栄
養
士
を
１

名
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
栄
養
士
会
が
運
営
す

る
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
確
保
し
た
管
理
栄

養
士
が
、
計
画
的
な
医
学
的
管
理
を
行
っ
て
い
る
医
師
の
指
示
に
基

づ
き
、
当
該
利
用
者
を
訪
問
し
、
栄
養
管
理
に
係
る
情
報
提
供
及
び

指
導
又
は
助
言
を
行
っ
た
場
合
に
、
単
一
建
物
居
住
者
（
当
該
利
用

者
が
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち
、
当
該
指
定
居
宅
療
養

管
理
指
導
事
業
所
の
管
理
栄
養
士
が
、
同
一
月
に
指
定
居
宅
療
養
管

理
指
導
を
行
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
人
数
に
従
い
、
１
月
に

２
回
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

ホ
 
歯
科
衛
生
士
等
が
行
う
場
合
 

⑴
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合
 
 
 
 
 

 
362

単
位
 

ホ
 
歯
科
衛
生
士
等
が
行
う
場
合
 

⑴
 
単
一
建
物
居
住
者
１
人
に
対
し
て
行
う
場
合

 
 
 
 
 

 
361単

位
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⑵
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
26単

位
 

⑶
 
⑴
及
び
⑵
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
295

単
位
 

⑵
 
単
一
建
物
居
住
者
２
人
以
上
９
人
以
下
に
対
し
て
行
う
場
合
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
325単

位
 

⑶
 
⑴
及
び
⑵
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
294単

位
 

注
１

 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
が
困
難
な
も
の
に
対
し
て
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事

業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
85条

第
１
項
第
１
号
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
か
ら
注

４
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
歯
科
衛
生
士
、
保
健
師
又
は
看
護
職

員
（
以
下
「
歯
科
衛
生
士
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
利
用
者
に
対

し
て
訪
問
歯
科
診
療
を
行
っ
た
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
当
該

利
用
者
を
訪
問
し
、
実
地
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
、
単
一
建
物
居
住

者
（
当
該
利
用
者
が
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち
、
当
該

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
歯
科
衛
生
士
等
が
、
同
一
月
に

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
人
数

に
従
い
、
１
月
に
４
回
（
が
ん
末
期
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
１
月

に
６
回
）
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

注
１

 
在
宅
の
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
又
は
通
所
が
困
難
な
も
の
に
対
し

て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
指
定
居
宅
療
養
管

理
指
導
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
85
条
第
１
項
第
１
号

に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の

注
か
ら
注
４
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
歯
科
衛
生
士
、
保
健
師
又

は
看
護
職
員
（
以
下
「
歯
科
衛
生
士
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
利

用
者
に
対
し
て
訪
問
歯
科
診
療
を
行
っ
た
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ

き
、
当
該
利
用
者
を
訪
問
し
、
実
地
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
、
単
一

建
物
居
住
者
（
当
該
利
用
者
が
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
者
の
う

ち
、
当
該
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
歯
科
衛
生
士
等
が
、

同
一
月
に
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

）
の
人
数
に
従
い
、
１
月
に
４
回
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を

算
定
す
る
。
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

６
 
通
所
介
護
費

 
６
 
通
所
介
護
費

 
イ
～
ニ
 
（
略
）
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定

ホ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者

に
対
し
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
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し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

9
2に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

9
0に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

8
0に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

6
4に

相
当
す
る
単
位
数
 

単
位
数
の
1
000分

の
59に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
43に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
23に

相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
も
の

を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合

は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算

は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
81
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
76
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
79
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
74
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
65
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
56
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
新
設
）
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⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
69
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
54
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
45
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
53
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
43
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
33
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ト
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
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定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ

り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
11に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
 

７
 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

イ
 
通
常
規
模
型
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

⑴
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
369単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
98単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
29単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
58単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
91単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
２
時
間
以
上
３
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
83単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
39単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
98単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
55単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
12単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
86単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
65単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
4
3単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
43単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
42単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
53単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
42単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
30単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
44単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
57単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

７
 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

イ
 
通
常
規
模
型
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

⑴
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
366単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
395単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
426単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
455単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
487単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
２
時
間
以
上
３
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
380単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
436単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
494単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
551単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
608単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
483単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
561単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
638単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
738単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
836単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
549単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
637単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
725単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
838単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
950単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
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㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
22単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
38単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
52単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
87単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,120単

位
 

⑹
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
15単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
50単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
81単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,137単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,290単

位
 

⑺
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
62単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
03単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,046単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,215単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,379単

位
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
618単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
733単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
846単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
980単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,112単
位
 

⑹
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
710単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
844単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
974単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,129単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,281単
位
 

⑺
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
757単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
897単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,039単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,206単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,369単
位
 

ロ
 
大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 

⑴
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
57単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
88単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
15単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
445単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
475単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
２
時
間
以
上
３
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
372単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
427単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
82単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
36単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
591単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

ロ
 
大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

(Ⅰ
) 

⑴
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
361単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
392単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
421単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
450単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
481単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
２
時
間
以
上
３
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
375単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
431単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
488単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
544単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
601単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
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㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
70単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
47単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
23単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
19単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
16単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
525単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
11単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
696単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
05単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
12単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
584単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
692単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
00単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
29単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,053単

位
 

⑹
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
675単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
02単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
26単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,077単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,224単

位
 

⑺
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
14単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
847単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
983単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,140単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,300単

位
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
477単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
554単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
630単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
727単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
824単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
540単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
626単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
711単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
821単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
932単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
599単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
709単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
819単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
950単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,077単
位
 

⑹
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
694単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
824単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
953単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,102単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,252単
位
 

⑺
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
734単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
868単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,006単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,166単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,325単
位
 

（
削
る
）
 

ハ
 
大
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

(Ⅱ
) 

⑴
 
所
要
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合
 

100



    

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
353単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
384単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
411単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
441単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
469単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
２
時
間
以
上
３
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
368単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
423単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
477単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
531単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
586単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
465単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
542単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
616単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
710単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
806単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
520単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
606単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
689単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
796単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
902単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
579単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
687単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
793単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
919単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,043単
位
 

⑹
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
670単

位
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㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
797単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
919単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,066単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,211単
位
 

⑺
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
708単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
841単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
973単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,129単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,282単
位
 

注
１

 
（
略
）
 

注
１

 
（
略
）
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

４
 
イ
及
び
ロ
に
つ
い
て
、
感
染
症
又
は
災
害
（
厚
生
労
働
大
臣
が
認

め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発
生
を
理
由
と
す
る
利
用
者
数
の
減
少
が

生
じ
、
当
該
月
の
利
用
者
数
の
実
績
が
当
該
月
の
前
年
度
に
お
け
る

月
平
均
の
利
用
者
数
よ
り
も

1
00
分
の
５
以
上
減
少
し
て
い
る
場
合

に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
者
数
が
減
少
し
た
月
の

翌
々
月
か
ら
３
月
以
内
に
限
り
、
１
回
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100

分
の
３
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し

、
利
用
者
数
の
減
少
に
対
応
す
る
た
め
の
経
営
改
善
に
時
間
を
要
す

る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当

該
加
算
の
期
間
が
終
了
し
た
月
の
翌
月
か
ら
３
月
以
内
に
限
り
、
引

き
続
き
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
つ
い
て
、
感
染
症
又
は
災
害
（
厚
生
労
働
大
臣

が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発
生
を
理
由
と
す
る
利
用
者
数
の
減

少
が
生
じ
、
当
該
月
の
利
用
者
数
の
実
績
が
当
該
月
の
前
年
度
に
お

け
る
月
平
均
の
利
用
者
数
よ
り
も

100
分
の
５
以
上
減
少
し
て
い
る

場
合
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府

県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
者
数
が
減
少
し
た

月
の
翌
々
月
か
ら
３
月
以
内
に
限
り
、
１
回
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の
３
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
利
用
者
数
の
減
少
に
対
応
す
る
た
め
の
経
営
改
善
に
時
間
を

要
す
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

、
当
該
加
算
の
期
間
が
終
了
し
た
月
の
翌
月
か
ら
３
月
以
内
に
限
り

、
引
き
続
き
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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５
 
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
つ
い
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

111
条

に
規
定
す
る
配
置
基
準
を
超
え
て
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚
士
を
専
従
か
つ
常
勤
で
２
名
以
上
配
置
し
て
い
る
事
業

所
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き

30
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。
 

３
 
イ
⑴
、
ロ
⑴
及
び
ハ
⑴
に
つ
い
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

111
条
に
規
定
す
る
配
置
基
準
を
超
え
て
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
を
専
従
か
つ
常
勤
で
２
名
以
上
配
置
し
て
い

る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き

30
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加

算
す
る
。
 

６
～
９
 
（
略
）
 

４
～
７
 
（
略
）
 

10
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
、
継
続
的
に

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
さ

ら
に
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
に
つ
い
て
、
指
定
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
が
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
て
説
明
し
、
利
用
者
の
同
意
を
得
た
場
合
、
１
月
に
つ
き

2
70
単

位
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定

せ
ず
、
注
1
5
又
は
注
1
8
⑴
若
し
く
は
⑵
㈡
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(ハ
)は

算
定
し
な
い
。
 

８
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
、
継
続
的
に

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

イ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(イ
) 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

ロ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(ロ
) 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

ハ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(ハ
) 

⑴
 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
利
用
者
又
は
そ
の
家
族

に
説
明
し
、
利
用
者
の
同
意
を
得
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算

し
て
６
月
以
内
の
期
間
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理

し
た
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 793単
位
 

⑵
 
当
該
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
た
期
間
の

イ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ａ
)イ

 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

ロ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ａ
)ロ

 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

ハ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ｂ
)イ

 

⑴
 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
利
用
者
又
は
そ
の
家
族

に
説
明
し
、
利
用
者
の
同
意
を
得
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算

し
て
６
月
以
内
の
期
間
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理

し
た
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
830単

位
 

⑵
 
当
該
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
た
期
間
の

103



    

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
 
 
 473単

位
 

（
削
る
）
 

 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
 
 
 
510単

位
 

ニ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(Ｂ
)ロ

 

⑴
 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
利
用
者
又
は
そ
の
家
族

に
説
明
し
、
利
用
者
の
同
意
を
得
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算

し
て
６
月
以
内
の
期
間
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理

し
た
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
863単

位
 

⑵
 
当
該
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
た
期
間
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
管
理
し
た
場
合
 
 
 
543単

位
 

11
 
医
師
又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若

し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
、
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
退
院
（
所
）
日

又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
期
間
に
、
個
別
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
集
中
的
に
行
っ
た
場
合
、
短
期
集
中
個
別
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

110
単
位
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注

12
又
は
注
13
を
算
定
し
て
い
る
場

合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

９
 
医
師
又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚
士
が
、
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
退
院
（
所
）
日
又
は

認
定
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
期
間
に
、
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
集
中
的
に
行
っ
た
場
合
、
短
期
集
中
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

110
単
位
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
10
又
は
注

11
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

、
算
定
し
な
い
。
 

12
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、
認
知
症
で
あ
る
と
医
師

が
判
断
し
た
者
で
あ
っ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
活

機
能
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
医
師

又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は

言
語
聴
覚
士
が
、
イ
に
つ
い
て
は
そ
の
退
院
（
所
）
日
又
は
通
所
開

始
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
期
間
に
、
ロ
に
つ
い
て
は
そ
の
退

院
（
所
）
日
又
は
通
所
開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
３
月
以

内
の
期
間
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
集
中
的
に
行
っ
た
場
合
は
、

認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
次
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
イ
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き
、
ロ
に
つ
い
て

は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

10
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、
認
知
症
で
あ
る
と
医
師

が
判
断
し
た
者
で
あ
っ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
活

機
能
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
医
師

又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語

聴
覚
士
が
、
イ
に
つ
い
て
は
そ
の
退
院
（
所
）
日
又
は
通
所
開
始
日

か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
期
間
に
、
ロ
に
つ
い
て
は
そ
の
退
院
（

所
）
日
又
は
通
所
開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の

期
間
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
集
中
的
に
行
っ
た
場
合
は
、
認
知

症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
次
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
イ
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き
、
ロ
に
つ
い
て
は
１

月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
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に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず
、
短
期
集

中
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
又
は
注
13
を
算
定
し
て
い

る
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
し
な
い
。
 

イ
・
ロ
 
（
略
）
 

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず
、
短
期
集
中
個

別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
又
は
注
11
を
算
定
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
算
定
し
な
い
。
 

イ
・
ロ
 
（
略
）
 

13
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
、
生
活
行
為
の
内
容
の
充
実
を
図

る
た
め
の
目
標
及
び
当
該
目
標
を
踏
ま
え
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
実
施
内
容
等
を
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
に
あ
ら
か
じ
め

定
め
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
計
画
的
に

行
い
、
当
該
利
用
者
の
有
す
る
能
力
の
向
上
を
支
援
し
た
場
合
は
、

生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
に
基
づ
く
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
利
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
の

期
間
に
限
り
、
１
月
に
つ
き

1
,
2
50
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
短
期
集
中
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
又

は
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
短
期
集
中
個
別
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
又
は
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
者

の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
こ
の
加
算
を
算
定
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
80
条
第
７

号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
を
い
う
。
）
に
よ
り
合

意
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

14
 
（
略
）
 

11
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
、
生
活
行
為
の
内
容
の
充
実
を
図

る
た
め
の
目
標
及
び
当
該
目
標
を
踏
ま
え
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
実
施
内
容
等
を
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
に
あ
ら
か
じ
め

定
め
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
計
画
的
に

行
い
、
当
該
利
用
者
の
有
す
る
能
力
の
向
上
を
支
援
し
た
場
合
は
、

生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
と
し
て
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
に
基
づ
く
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
利
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
の

期
間
に
限
り
、
１
月
に
つ
き

1
,250

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
短
期
集
中
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
又

は
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
短
期
集
中
個
別
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
又
は
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
者

の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
こ
の
加
算
を
算
定
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
80
条
第
５

号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
を
い
う
。
）
に
よ
り
合

意
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

12
 
（
略
）
 

15
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管

13
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
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理
栄
養
士
が
介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用

者
ご
と
の
低
栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

は
、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き
50
単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算

の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄

養
改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
並
び
に
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(ハ)を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定

し
な
い
。
 

理
栄
養
士
が
介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用

者
ご
と
の
低
栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

は
、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き
50
単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算

の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄

養
改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

16
・
1
7 

（
略
）
 

14
・
15 

（
略
）
 

18
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
い
、
か
つ

、
口
腔 く

う機
能
が
低
下
し
て
い
る
利
用
者
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
利

用
者
に
対
し
て
、
当
該
利
用
者
の
口
腔 く

う機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て

、
個
別
的
に
実
施
さ
れ
る
口
腔 く

う清
掃
の
指
導
若
し
く
は
実
施
又
は
摂

食
・
嚥 え

ん下
機
能
に
関
す
る
訓
練
の
指
導
若
し
く
は
実
施
で
あ
っ
て
、

利
用
者
の
心
身
の
状
態
の
維
持
又
は
向
上
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「
口
腔 く

う機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
」
と
い

う
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算
と
し
て
、
当
該
基

準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
３
月
以
内
の
期
間
に
限
り
１
月
に
２
回

を
限
度
と
し
て
１
回
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(ハ
)を

算
定
し
て
い
る

場
合
は
、
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算

(Ⅰ)及
び

(Ⅱ
)ロ

は
算
定
し
な
い
。
ま
た

、
口
腔 く

う機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
か
ら
３
月
ご
と
の
利
用
者
の
口

腔 く
う機

能
の
評
価
の
結
果
、
口
腔 く

う機
能
が
向
上
せ
ず
、
口
腔 く

う機
能
向
上

サ
ー
ビ
ス
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
利
用
者
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

16
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
い
、
か
つ

、
口
腔 く

う機
能
が
低
下
し
て
い
る
利
用
者
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
利

用
者
に
対
し
て
、
当
該
利
用
者
の
口
腔 く

う機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て

、
個
別
的
に
実
施
さ
れ
る
口
腔 く

う清
掃
の
指
導
若
し
く
は
実
施
又
は
摂

食
・
嚥 え

ん下
機
能
に
関
す
る
訓
練
の
指
導
若
し
く
は
実
施
で
あ
っ
て
、

利
用
者
の
心
身
の
状
態
の
維
持
又
は
向
上
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「
口
腔 く

う機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
」
と
い

う
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算
と
し
て
、
当
該
基

準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
３
月
以
内
の
期
間
に
限
り
１
月
に
２
回

を
限
度
と
し
て
１
回
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
ま
た
、
口
腔 く

う機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
か
ら
３
月
ご
と
の
利

用
者
の
口
腔 く

う機
能
の
評
価
の
結
果
、
口
腔 く

う機
能
が
向
上
せ
ず
、
口
腔 く

う

機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

利
用
者
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算

(Ⅱ
) 

㈠
 
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算

(Ⅱ
)イ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
155

単
位

 

㈡
 
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算

(Ⅱ
)ロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
160

単
位

 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160単

位
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

19
 
（
略
）
 

17
 
（
略
）
 

20
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
に
あ
る
利
用
者
（
要
介
護
状

態
区
分
が
要
介
護
３
、
要
介
護
４
又
は
要
介
護
５
で
あ
る
者
に
限
る

。
）
に
対
し
て
、
計
画
的
な
医
学
的
管
理
の
も
と
、
指
定
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
、
重
度
療
養
管
理
加
算
と
し
て

、
１
日
に
つ
き

10
0
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

イ
⑴
及
び
ロ
⑴
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。

 

18
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
に
あ
る
利
用
者
（
要
介
護
状

態
区
分
が
要
介
護
３
、
要
介
護
４
又
は
要
介
護
５
で
あ
る
者
に
限
る

。
）
に
対
し
て
、
計
画
的
な
医
学
的
管
理
の
も
と
、
指
定
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
、
重
度
療
養
管
理
加
算
と
し
て

、
１
日
に
つ
き

100
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

イ
⑴
、
ロ
⑴
及
び
ハ
⑴
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

21
～
2
4 

（
略
）
 

19
～
22 

（
略
）
 

ハ
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
 

注
 
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
中
の
者
が
退
院
す
る
に
当
た
り
、
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
、
退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
参
加
し

、
退
院
時
共
同
指
導
（
病
院
又
は
診
療
所
の
主
治
の
医
師
、
理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
従
業
者
と
の
間
で
当
該
者

の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
共
有
し
た
上
で
、
当
該
者
又
は
そ

の
家
族
に
対
し
て
、
在
宅
で
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
指
導

を
共
同
し
て
行
い
、
そ
の
内
容
を
在
宅
で
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
者
に

対
す
る
初
回
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
、

当
該
退
院
に
つ
き
１
回
に
限
り
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

ニ
・
ホ
 
（
略
）
 

ニ
・
ホ
 
（
略
）
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ヘ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
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ョ
ン
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

8
6に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

8
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

6
6に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

5
3に

相
当
す
る
単
位
数

 

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
47に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
34に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
19に

相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を
算

定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分

に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
76
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
73
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
73
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
70
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
新
設
）
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⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
60
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
58
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
56
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
55
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
48
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
43
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
45
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
38
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
28
に
相
当
す
る
単
位
数

 
（
削
る
）
 

ト
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行

っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
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定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
20
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
17
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

チ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行

っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の

10
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

８
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）

 
８
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）

 

イ
～
チ
 
（
略
）
 

イ
～
チ
 
（
略
）
 

リ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
行
っ
た
場

合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加

算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
40に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
36に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
13に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

9
0に

相
当
す
る
単
位
数
 

リ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31日

ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
83に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
60に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
33に

相
当
す
る
単
位
数
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２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を
算
定
し
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
生
活

介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に

掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
124

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
117

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
120

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
113

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
101

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
97
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
90
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
97
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
86
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
74
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

（
新
設
）
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定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
74
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
70
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
47
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ヌ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
00分

の
27
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ル
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

16に
相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

９
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

９
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

イ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

イ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
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⑴
～
⑽
 
（
略
）
 

⑴
～
⑽
 
（
略
）
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
75
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
71
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
54
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
39
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
29
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
16
に
相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
67
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
新
設
）
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㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
65
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
61
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈤
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
57
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈥
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
53
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈦
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
52
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈧
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
46
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈨
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
48
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈩
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十一) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
3
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十二) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
4
0
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十三) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
3
1
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十四) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
 
（
削
る
）
 

⑿
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
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護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

21
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

17
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

⒀
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の

８
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

ロ
 
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

⑴
～
⑾
 
（
略
）
 

ロ
 
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

⑴
～
⑾
 
（
略
）
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
51
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
26
に
相
当
す
る
単
位
数
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㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
47
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
36
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
29
に
相
当
す
る
単
位
数

 

㈡
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
19
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
46
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
40
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈤
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
39
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈥
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
35
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈦
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
35
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈧
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

（
新
設
）
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算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈨
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈩
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
30
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十一) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十二) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十三) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
0
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十四) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
1
5
に
相
当
す
る
単
位
数

 

（
削
る
）
 

⒀
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

⒁
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
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局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の

５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

ハ
 
診
療
所
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

⑴
～
⑼
 
（
略
）
 

ハ
 
診
療
所
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

⑴
～
⑼
 
（
略
）
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
51
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
47
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
36
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
29
に
相
当
す
る
単
位
数

 

⑽
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
26
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
19
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

（
新
設
）
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分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
46
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
40
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈤
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
39
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈥
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
35
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈦
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
35
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈧
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈨
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈩
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
30
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十一) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十二) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十三) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
0
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十四) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
1
5
に
相
当
す
る
単
位
数
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（
削
る
）
 

⑾
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

⑿
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の

５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

ニ
 
（
略
）
 

ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
介
護
医
療
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

⑴
～
⒂
 
（
略
）
 

ホ
 
介
護
医
療
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

⑴
～
⒂
 
（
略
）

 
⒃

 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

⒃
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
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を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
51
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
47
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
36
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
00
0分

の
29
に
相
当
す
る
単
位
数
 

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
26
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
19
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
注
１
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
46
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈡
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈢
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈣
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
40
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈤
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

（
新
設
）
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算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
39
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈥
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
35
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈦
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
35
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈧
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈨
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

㈩
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
30
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十一) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十二) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十三) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
2
0
に
相
当
す
る
単
位
数
 

(十四) 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
1
5
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
 
（
削
る
）
 

⒄
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

㈠
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

15
に
相
当
す
る
単
位
数
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㈡
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
 
（
削
る
）
 

⒅
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の

５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

1
0
 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
 

10
 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
 

イ
～
ル
 
（
略
）
 

イ
～
ル
 
（
略
）
 

ヲ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
特
定
施
設
が
、
利
用
者

に
対
し
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定

し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
28に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
22に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

1
10に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定

し
た
単
位
数
の
1
000

分
の

8
8に

相
当
す
る
単
位
数
 

ヲ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
特
定
施
設
が
、
利
用
者
に
対
し

、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
82に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
60に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
33に

相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

（
新
設
）
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基
準
に
適
合
す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
特
定
施
設
（
注
１
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単

位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の

他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
113

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
106

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
107

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
100

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
91
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
85
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
79
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
95
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
73
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
64
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
73
に
相
当
す
る
単
位
数
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⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
58
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
61
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
46
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
（
削
る
）
 

ワ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
特
定
施
設
が
、
利
用
者
に
対

し
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
18
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 
（
削
る
）
 

カ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
特
定
施
設
が
、
利
用
者
に
対

し
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ル

ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

15に
相
当
す
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

1
1
 
（
略
）
 

11
 
（
略
）
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